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京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（令和２年３月３０日京都市条例

第   号）（環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課） 

１ 生活環境の保全及び災害の防止に資することを目的として，土砂等による土地の埋立

て等について，土地の埋立て等を行う者，本市等の責務を明らかにするとともに，不適

正な土地の埋立て等の防止に関し必要な事項を定める必要があるため，この条例を制定

することとしました。 

２ この条例の概要は，次のとおりです。 

  責務等 

土地の埋立て等を行う者，土砂等を発生させる者及び運搬する者，土地の所有者，

占有者又は管理者（以下「土地所有者等」という。）並びに本市の責務並びに市民の協

力について定める。 

  埋立基準に適合しない土砂等による土地の埋立て等の禁止等 

ア 土地の埋立て等に供される土砂等が土壌の汚染を防止するために満たすべき環境

上の基準（以下「埋立基準」という。）を定めるとともに，何人も，埋立基準に適合

しない土砂等を用いて土地の埋立て等を行ってはならないこととする。 

イ 市長は，土地の埋立て等に埋立基準に適合しない土砂等が供されているおそれが

あると認めるときは，当該土地の埋立て等を行う者に対し，期間を定めて当該土地

の埋立て等の停止を命じ，又は期限を定めて現状を保全するために必要な措置を採

るべきことを命じることができる。 

ウ 市長は，土地の埋立て等に埋立基準に適合しない土砂等が供されていると認める

ときは，当該土地の埋立て等を行った者（当該者に対し当該土地の埋立て等を行う

ことを要求し，依頼し，若しくは唆し，又は当該者が当該土地の埋立て等を行うこ

とを助けた者を含む。）に対し，期限を定めて当該土地の埋立て等に供された土砂等

の全部若しくは一部の除去又は生活環境の保全のために必要な措置を採るべきこと

を命じることができる。 

   土地の埋立て等の許可等 

 ア 土地の埋立て等の許可 

  ( ｱ ) 土地の埋立て等を行おうとする者は，市長の許可を受けなければならない。た

だし，次に掲げる土地の埋立て等については，この限りでない。 

ａ 埋立て等区域の面積が３,０００平方メートル未満である土地の埋立て等（当

京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（令和２年３月３０日京都市条

例 ４５



2 
 

該埋立て等区域に隣接し，又は近接する土地（以下「隣接地等」という。）が当

該者によりにおいて現に土地の埋立て等が行われ，又は既に土地の埋立て等が

行われたものである場合には，当該埋立て等区域と当該隣接地等との面積を合

算して３,０００平方メートル以上となるものを除く。） 

ｂ 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の

埋立て等であって，当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われる

もの 

ｃ 採石法又は砂利採取法に基づき認可を受けて採取された土砂等を販売するた

めに一時的に行う土砂等の堆積 

ｄ 国，地方公共団体その他別に定める者が行う土地の埋立て等 

ｅ 他の法令等の規定に基づく許可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等

であって，市長が定めるもの 

ｆ その他，市長が定める土地の埋立て等 

( ｲ ) 土地の埋立て等の許可を受けようとする者は，埋立て等区域の位置及び面積，

土地の埋立て等を行う期間等を記載した申請書に，埋立て等区域の位置を示す図

面等を添付して市長に提出しなければならない。 

 イ 許可の基準 

    市長は，アの許可の申請が，次のいずれにも適合していると認めるときでなけれ

ば，当該許可をしてはならない。 

   （ア） その土地の埋立て等に用いる土砂等が埋立基準に適合していること。 

   （イ） その土地の埋立て等の施工に関する計画が市長が定める技術上の基準に適合し

ていること。 

   （ウ） その埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画

が埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な

措置に関する基準として市長が定める基準に適合していること。 

   （エ） その申請をする者が暴力団員等に該当しないこと。 

 ウ 許可の条件 

市長は，アの規定による許可に，当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生

活環境の保全及び災害の防止のため必要な限度において，条件を付することができ

る。 
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 エ 住民への周知 

許可の申請をしようとする者は，その概要について，当該申請に係る埋立て等区

域の周辺の地域の住民に対し周知するものとする。 

 オ 変更の許可等 

アの許可を受けた者は，当該許可に係る申請事項を変更しようとするときは，市

長の許可を受けなければならない。ただし，市長が定める軽微な変更については，

この限りでない。 

 カ 着手の届出 

    アの許可を受けた者は，当該許可に係る土地の埋立て等に着手したときは，その

日から１０日以内に，その旨を市長に届け出なければならない。 

 キ 展開検査等 

    アの許可を受けた者は，当該許可に係る埋立て等区域に搬入した土砂等を土地の

埋立て等に供しようとするときは，当該土砂等を展開して，土壌の汚染のおそれが

ある物の混入又は付着の有無について目視による検査を行い，土壌の汚染のおそれ

がある物の混入又は付着が認められる場合には，当該土砂等を土地の埋立て等に供

してはならない。また，当該検査の結果を市長に報告しなければならない。 

 ク 土壌の調査等 

    アの許可を受けた者は，当該許可に係る土地の埋立て等に着手した日から当該土

地の埋立て等を完了し，又は廃止する日までの間，当該着手した日から３月ごとの

各期間ごとに，当該許可に係る埋立て等区域内の土壌の埋立基準への適合の状況に

ついて調査を行い，当該各期間の経過後１月以内に，その結果を市長に報告しなけ

ればならない。 

  ケ 施工管理者の設置等 

    アの許可を受けた者は，当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の

保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者を置くとともに，

その者にその管理をさせなければならない。 

 コ 標識の掲示 

    アの許可を受けた者は，当該許可を受けた日からス( ｲ )の通知（土地の埋立て等の

完了又は廃止に係るものに限る。）を受けるまでの間（土地の埋立て等に係る申請書

に記載した土地の埋立て等の施工に関する計画（変更の許可があった場合にあって
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は，その変更後のもの。以下「施工計画」という。）又は埋立て等区域の周辺の地域

の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画（変更の許可があった場合にあって

は，その変更後のもの。以下「環境保全等計画」という。）に適合していない旨の通

知を受けた場合は，ス( ｳ )の施工計画又は環境保全等計画に適合させるために必要な

措置を講じるまでの間），アの許可に係る埋立て等区域又はその周辺の見やすい場

所に，氏名又は名称その他の別に定める事項を記載した標識を掲示しなければなら

ない。 

 サ 帳簿の作成 

アの許可を受けた者は，当該許可に係る土地の埋立て等に用いた土砂等の数量等

を記載した帳簿を作成しなければならない。 

 シ 書類の備付け及び閲覧 

アの許可を受けた者は，当該許可に係る申請書の写し，帳簿等を当該許可に係る

埋立て等区域内又は最寄りの事務所若しくは事業所に備え置き，当該土地の埋立て

等に係る生活環境の保全又は災害の防止に関し利害関係を有する者の求めに応じ，

閲覧させなければならない。 

 ス 完了の届出等 

( ｱ ) アの許可を受けた者は，当該許可に係る土地の埋立て等を完了し，廃止し，休

止し，又は休止した当該許可に係る土地の埋立て等を再開したときは，遅滞なく，

その旨を市長に届け出なければならない。ただし，土地の埋立て等を休止した場

合であって，当該休止の期間が２月未満であるときは，この限りでない。 

( ｲ ) 市長は，完了等の届出があったときは，遅滞なく，当該届出に係る土地の埋立

て等が当該土地の埋立て等に係る施工計画及び環境保全等計画に適合しているか

どうかを確認し，その結果を当該届出をした者に通知するものとする。 

( ｳ ) ( ｲ )により，施工計画又は環境保全等計画に適合していない旨の通知を受けた者

は，施工計画又は環境保全等計画に適合させるために必要な措置を講じなければ

ならない。 

 セ 許可に基づく地位の承継 

    アの許可を受けた者について相続，合併又は分割があったときは，相続人，合併

後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該土地の埋立

て等を行う権原を承継した法人は，その許可を受けた者の地位を承継する。許可を
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受けた者の地位を承継した者は，その日から３０日以内に，その旨を市長に届け出

なければならない。 

 ソ 停止命令 

    市長は，アの許可を受けた者が次のいずれかに該当するときは，期間を定めて当

該許可に係る土地の埋立て等の停止を命じることができる。 

( ｱ ) 変更の許可を受けずに土地の埋立て等を行ったとき。 

( ｲ ) 偽りその他不正の手段により許可又は変更の許可を受けたとき。 

( ｳ ) 許可に付した条件に違反したとき。 

 タ 中止命令等 

   ( ｱ ) 市長は，許可を受けずに土地の埋立て等を行った者（当該者に対し当該土地の

埋立て等を行うことを要求し，依頼し，若しくは唆し，又は当該者が当該土地の

埋立て等を行うことを助けた者を含む。）に対し，当該土地の埋立て等の中止を命

じ，又は期限を定めて当該土地の埋立て等に供された土砂等の全部若しくは一部

の除去若しくは生活環境の保全若しくは災害の防止のために必要な措置を採るべ

きことを命じることができる。 

( ｲ ) 市長は，次のいずれかに該当するときは，許可を受けた者に対し，許可又は変

更の許可に付した条件を変更し，又は期限を定めて当該土地の埋立て等に供され

た土砂等の全部若しくは一部の除去若しくは生活環境の保全若しくは災害の防

止のために必要な措置を採るべきことを命じることができる。 

ａ 土地の埋立て等が アに違反していると認めるとき又は施工計画若しくは環

境保全等計画に適合していないと認めるとき。 

ｂ 生活環境の保全又は災害の防止のために緊急の必要があると認めるとき。 

( ｳ ) 市長は，( ｲ )ａに掲げる場合において，アの規定による許可を受けた者に対し当

該土地の埋立て等を行うことを要求し，依頼し，若しくは唆し，又は当該者が当

該土地の埋立て等を行うことを助けた者があるときは，その者に対し( ｲ )の命令を

行うことができる。 

 チ 許可の取消し 

市長は，アの許可を受けた者が次のいずれかに該当するときは，当該土地の埋立

て等に係る当該許可を取り消すことができる。 

( ｱ ) イ( ｱ )から(ウ)までの基準に適合しない土地の埋立て等を行ったとき。 
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( ｲ ) イ(エ)に適合しないとき。 

( ウ ) 停止命令の要件に該当するとき。 

( エ ) タ( ｲ )による命令に違反したとき。 

 ツ 災害発生のおそれのある土地の埋立て等の禁止等 

   ( ｱ ) 何人も，土砂等の流出，崩壊その他の災害が発生するおそれのある土地の埋立

て等を行ってはならない。 

( ｲ ) 土地所有者等は，その所有し，占有し，又は管理する土地において土砂等の流

出，崩壊その他の災害が発生するおそれのある土地の埋立て等が行われているこ

とを知ったときは，災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければなら

ない。 

( ｳ ) 市長は，次のいずれかに該当する土地の埋立て等が行われた土地において，土

砂等の流出，崩壊その他の災害により，人の生命，身体又は財産を害するおそれ

があると認めるときは，当該土地の埋立て等を行った者（当該者に対し当該土地

の埋立て等を行うことを要求し，依頼し，若しくは唆し，又は当該者が当該土地

の埋立て等を行うことを助けた者を含む。）又は当該土地の埋立て等に係る土地

所有者等（( ｲ )に違反する者に限る。）に対し，土砂等の流出，崩壊その他の災害の

発生を防止するために必要な措置を講じるよう勧告することができる。 

ａ 土地の埋立て等を行った土地に高さが１メートル以上の崖（地表面が水平面

に対し３０度を超える角度をなす部分）を生じることとなるもの 

ｂ 埋立て等区域の面積が５００平方メートル以上であるもの 

  土砂等搬入禁止区域 

 ア 土砂等搬入禁止区域の指定等 

( ｱ ) 市長は，次のいずれにも該当すると認めるときは，土地の埋立て等が行われて

いる埋立て等区域及びその周辺の区域を，６月を超えない範囲で期間を定めて，

土砂等の搬入を禁止する区域（以下「土砂等搬入禁止区域」という。）として指定

することができる。 

ａ 埋立て等区域の面積が３,０００平方メートル以上であるとき。 

 ｂ 土地の埋立て等が継続されることにより，土砂等の流出，崩壊その他の災害

により人の生命，身体又は財産を害するおそれがあるとき。 

( ｲ ) 市長は，土砂等搬入禁止区域の指定期間中に( ｱ )ｂの事由が消滅しないと認める
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ときは，６月を超えない範囲で当該指定期間を延長することができる。 

( ｳ ) 市長は，土砂等搬入禁止区域の指定又は指定期間の延長をしたときは，その旨及

びその区域を公示しなければならない。 

( ｴ ) 市長は，土砂等搬入禁止区域の指定をしたときは，土砂等搬入禁止区域の明示を

させるため，市長が指定する職員に，当該土砂等搬入禁止区域に立ち入らせるこ

とができる。 

 イ 土砂等の搬入の禁止 

   何人も，土砂等搬入禁止区域に土砂等の搬入をしてはならない。 

 ウ 土砂等搬入禁止区域の指定の解除 

   市長は，土砂等搬入禁止区域についてア( ｱ )ｂの事由が消滅したと認めるときは，

直ちに，当該土砂等搬入禁止区域の指定を解除しなければならない。 

  雑則 

ア 報告の徴収 

  市長は，この条例の施行に必要な限度において，土地の埋立て等を行う者（当該

者に対し当該土地の埋立て等を行うことを要求し，依頼し，若しくは唆し，又は当

該者が当該土地の埋立て等を行うことを助けた者を含む。），土地の埋立て等に供さ

れる土砂等を発生させ，又は運搬する者，土砂等の発生又は土地の埋立て等に係る

土地所有者等その他土地の埋立て等の関係者（以下「土地の埋立て等関係者」とい

う。）に対し，土地の埋立て等又は土砂等の発生若しくは運搬の状況その他必要な事

項について報告を求めることができる。 

イ 立入検査 

  市長は，この条例の施行に必要な限度において，市長が指定する職員に，埋立て

等区域若しくは土地の埋立て等関係者の事務所，事業所その他土地の埋立て等に関

係のある場所に立ち入り，土地の埋立て等の状況若しくは帳簿，書類その他の物件

を検査させ，検査のために必要な限度において土砂等を収去させ，又は関係者に質

問させることができる。 

ウ 公表 

 ( ｱ ) 市長は，この条例の規定に基づく命令若しくは許可の取消し又はこの条例に違

反したことを理由とした告発（以下「命令等」という。）を行ったときは，当該命

令等の内容，当該命令等を受けた者の氏名その他の市長が定める事項を公表する
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ことができる。 

( ｲ ) 市長は， ツ( ｳ )の勧告を受けた者が，正当な理由なく，当該勧告に従わないと

きは，市長が定める事項を公表することができる。 

エ 関係書類の保存 

許可を受けた者は，当該許可に係る土地の埋立て等の完了若しくは廃止の届出の

日又は許可の取消しの日から５年間，当該土地の埋立て等に関しこの条例の規定に

基づき市長に提出した書類の写し及び帳簿を保存しなければならない。 

オ 協力要請 

市長は，生活環境の保全又は災害の防止のため必要があると認めるときは，土地

の埋立て等関係者に対し，必要な協力を要請することができる。 

カ 手数料 

  次のとおり，手数料を定める。 

( ｱ ) 許可申請手数料 １件につき５９,０００円 

( ｲ ) 変更許可申請手数料 １件につき３４,０００円 

  罰則 

  ア 次のいずれかに該当する者は，２年以下の懲役又は１，０００，０００円以下の

罰金に処する。 

( ｱ ) 土地の埋立て等の停止命令又は中止命令に違反した者 

( ｲ ) 許可を受けずに土地の埋立て等を行った者 

  イ 土砂等搬入禁止区域に土砂等の搬入を行った者は，６月以下の懲役又は５００，

０００円以下の罰金に処する。 

ウ 市長からこの条例に基づき求められた報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又

は立入検査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，若しくは質問に対して陳述をせず，若

しくは虚偽の陳述をした者は，５００，０００円以下の罰金に処する。 

エ 次のいずれかに該当する者は，３００，０００円以下の罰金に処する。 

( ｱ ) この条例に基づく届出をせず，又は虚偽の届出をした者 

( ｲ ) 展開検査等の結果又は土壌の調査等の結果を報告せず，又は虚偽の報告をした

者 

( ｳ ) 標識の掲示又は関係書類の保存の義務に違反した者 

  オ 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。）
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の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，その法人又は人

の業務に関し，アからエまでの違反行為をしたときは，行為者を罰するほか，その

法人又は人に対しても，罰金刑を科する。 

３ 施行期日 

  この条例は，令和２年６月１日から施行することとしました。 
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 京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例を公布する。 

  令和２年３月３０日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市条例第   号 

京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 

目次 

第１章 総則（第１条～第７条）  

第２章 埋立基準に適合しない土砂等による土地の埋立て等の禁止等（第８条・第９条） 

第３章 土地の埋立て等の許可等（第１０条～第２７条） 

第４章 土砂等搬入禁止区域（第２８条～第３０条） 

第５章 雑則（第３１条～第３７条） 

第６章 罰則（第３８条・第３９条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，土砂等による土地の埋立て等について，土地の埋立て等を行う者，

本市等の責務を明らかにするとともに，不適正な土砂等による土地の埋立て等を防止す

るため必要な規制を定め，もって生活環境の保全及び災害の防止に資することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この条例において「土砂等」とは，土砂及び土砂に混入し，又は付着した物をい

い，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条第１項の廃棄物を除くものとする。 

２ この条例において「土地の埋立て等」とは，土地の埋立て，盛土その他土地への土砂

等の堆積（製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く。）又は土地における容器を

用いた土砂等の保管（別に定めるものを除く。）をいう。 

３ この条例において「不適正な埋立て等」とは，次の各号のいずれかに該当する土地の

埋立て等をいう。 

  生活環境の保全上の支障又は災害の発生するおそれがある土地の埋立て等 

  第１０条第１項又は第１４条第１項の規定に違反して行われる土地の埋立て等 

（土地の埋立て等を行う者の責務） 

４５
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第３条 土地の埋立て等を行う者は，土地の埋立て等を行うに当たっては，土砂等の流出，

崩壊その他の災害の防止の観点から，当該土地の埋立て等を安全に行うことができる土

砂等の数量を把握するよう努めなければならない。 

２ 土地の埋立て等を行う者は，土地の埋立て等を行うに当たっては，土地の埋立て等を

行う土地の区域（以下「埋立て等区域」という。）の周辺の地域の住民の理解を得るよう

努めるとともに，当該埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のた

めに必要な措置を講じなければならない。 

（土砂等を発生させる者及び運搬する者の責務） 

第４条 土砂等を発生させる者は，建設工事に伴う土砂等の発生を抑制するよう努めると

ともに，発生させる土砂等により土地の埋立て等が行われる場合においては，当該土地

の埋立て等を行う者により不適正な埋立て等が行われることのないよう努めなければ

ならない。 

２ 土砂等を運搬する者は，運搬する土砂等により土地の埋立て等が行われる場合におい

ては，当該土地の埋立て等を行う者により不適正な埋立て等が行われることのないよう

努めなければならない。 

（土地所有者等の責務） 

第５条 土地の所有者，占有者又は管理者（以下「土地所有者等」という。）は，その所有

し，占有し，又は管理する土地において不適正な埋立て等が行われることのないよう努

めなければならない。 

２ 土地所有者等は，その所有し，占有し，又は管理する土地において不適正な埋立て等

が行われていることを知ったときは，不適正な埋立て等が是正されるよう必要な措置を

講じなければならない。 

（本市の責務） 

第６条 本市は，本市の区域内における土地の埋立て等の状況を把握し，不適正な埋立て

等が行われないよう必要な施策を実施するものとする。 

２ 本市は，前項の施策を実施するに当たっては，市民と連携してこれを行うものとする。 

（市民の協力） 

第７条 市民は，地域の生活環境の保全及び災害の防止に寄与するため，不適正な埋立て

等（第２条第３項第１号に該当する土地の埋立て等に限る。）が行われないよう配慮する

とともに，本市が実施する土地の埋立て等に関する施策に協力するものとする。 
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第２章 埋立基準に適合しない土砂等による土地の埋立て等の禁止等 

（埋立基準） 

第８条 土地の埋立て等に供される土砂等が土壌の汚染を防止するために満たすべき環境

上の基準（以下「埋立基準」という。）は，別に定める。 

２ 埋立基準は，環境基本法第１６条第１項の規定による人の健康を保護し，及び生活環

境を保全する上で維持されることが望ましい基準で土壌の汚染に係るものに準じて定

めるものとする。 

（埋立基準に適合しない土砂等による土地の埋立て等の禁止等） 

第９条 何人も，埋立基準に適合しない土砂等を用いて土地の埋立て等を行ってはならな

い。ただし，次に掲げる土地の埋立て等については，この限りでない。 

  土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立

て等であって，当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの 

  法令又は他の条例（以下「他の法令等」という。）の規定に基づく許可等の処分その

他の行為に係る土地の埋立て等であって，別に定めるもの 

２ 市長は，前項の規定に違反して，土地の埋立て等に埋立基準に適合しない土砂等が供

されているおそれがあると認めるときは，当該土地の埋立て等を行う者に対し，期間を

定めて当該土地の埋立て等の停止を命じ，又は期限を定めて現状を保全するために必要

な措置を採るべきことを命じることができる。 

３ 市長は，第１項の規定に違反して，土地の埋立て等に埋立基準に適合しない土砂等が

供されていると認めるときは，当該土地の埋立て等を行った者（当該者に対し当該土地

の埋立て等を行うことを要求し，依頼し，若しくは唆し，又は当該者が当該土地の埋立

て等を行うことを助けた者を含む。）に対し，期限を定めて当該土地の埋立て等に供され

た土砂等（当該土砂等により埋立基準に適合しないこととなった土砂等を含む。第２５

条において同じ。）の全部若しくは一部の除去又は生活環境の保全のために必要な措置

を採るべきことを命じることができる。 

第３章 土地の埋立て等の許可等 

（土地の埋立て等の許可） 

第１０条 土地の埋立て等を行おうとする者は，市長の許可を受けなければならない。た

だし，次に掲げる土地の埋立て等については，この限りでない。 

  埋立て等区域の面積が３,０００平方メートル未満である土地の埋立て等（当該埋
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立て等区域に隣接し，又は近接する土地（以下「隣接地等」という。）が当該者により

現に土地の埋立て等が行われ，又は既に土地の埋立て等が行われたものである場合に

は，当該埋立て等区域と当該隣接地等との面積を合算して３,０００平方メートル以

上となるものを除く。） 

  土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立

て等であって，当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの 

  採石法又は砂利採取法に基づき認可を受けて採取された土砂等を販売するために

一時的に行う土砂等の堆積 

  国，地方公共団体その他別に定める者が行う土地の埋立て等 

  他の法令等の規定に基づく許可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等であ

って，別に定めるもの 

  前各号に掲げるもののほか，別に定める土地の埋立て等 

２ 前項の許可を受けようとする者は，次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し

なければならない。 

  氏名及び住所（法人にあっては，その名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地） 

  土地の埋立て等の目的 

  埋立て等区域の位置 

  埋立て等区域の面積 

  土地の埋立て等を行う期間 

  土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者 

  土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所 

  土地の埋立て等に用いる土砂等の数量 

  土地の埋立て等の施工に関する計画 

  埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画 

  前各号に掲げるもののほか，別に定める事項 

３ 前項の申請書には，埋立て等区域の位置を示す図面その他の別に定める書類を添付し

なければならない。 

（許可の基準） 

第１１条 市長は，前条第１項の規定による許可の申請が，次の各号のいずれにも適合し
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ていると認めるときでなければ，同項の許可をしてはならない。 

  その土地の埋立て等に用いる土砂等が埋立基準に適合していること。 

  その土地の埋立て等の施工に関する計画が別に定める技術上の基準に適合してい

ること。 

  その埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画が

埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に

関する基準として別に定める基準に適合していること。 

  その申請をする者が京都市暴力団排除条例第２条第４号に掲げる暴力団員等に該

当しないこと。 

２ その土地の埋立て等が，他の法令等の規定に基づく許可等の処分その他の行為を要す

るものであって，当該他の法令等により災害の発生を防止するために必要な措置が講じ

られているものとして別に定めるものである場合においては，前項第２号の規定は，適

用しない。 

（許可の条件） 

第１２条 市長は，第１０条第１項の規定による許可に，当該許可に係る埋立て等区域の

周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のため必要な限度において，条件を付する

ことができる。 

（住民への周知） 

第１３条 第１０条第１項の規定による許可の申請をしようとする者は，その概要につい

て，当該申請に係る埋立て等区域の周辺の地域の住民に対し周知するものとする。 

（変更の許可等） 

第１４条 第１０条第１項の規定による許可を受けた者は，同条第２項第２号又は第４号

から第１０号までに掲げる事項を変更しようとするときは，別に定めるところにより，

市長の許可を受けなければならない。ただし，別に定める軽微な変更については，この

限りでない。 

２ 前３条の規定は，前項の許可について準用する。 

３ 第１０条第１項の規定による許可を受けた者は，第１項ただし書に規定する軽微な変

更があったとき又は第１０条第２項第１号若しくは第１１号に掲げる事項に変更があ

ったときは，別に定めるところにより，その日から３０日以内に，その旨を市長に届け

出なければならない。 
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（着手の届出） 

第１５条 第１０条第１項の規定による許可を受けた者は，当該許可に係る土地の埋立て

等に着手したときは，別に定めるところにより，その日から１０日以内に，その旨を市

長に届け出なければならない。 

（展開検査等） 

第１６条 第１０条第１項の規定による許可を受けた者は，当該許可に係る埋立て等区域

に搬入した土砂等を土地の埋立て等に供しようとするときは，当該土砂等を展開して，

土壌の汚染のおそれがある物の混入又は付着の有無について目視による検査を行い，土

壌の汚染のおそれがある物の混入又は付着が認められる場合には，当該土砂等を土地の

埋立て等に供してはならない。 

２ 第１０条第１項の規定による許可を受けた者は，前項の検査の結果を，別に定めると

ころにより，市長に報告しなければならない。 

（土壌の調査等） 

第１７条 第１０条第１項の規定による許可を受けた者は，当該許可に係る土地の埋立て

等に着手した日から当該土地の埋立て等を完了し，又は廃止する日までの間，当該着手

した日から３月ごとの各期間（当該期間内に当該土地の埋立て等を完了し，又は廃止し

た場合にあっては，当該期間の初日から当該土地の埋立て等を完了し，又は廃止した日

までの期間）ごとに，別に定めるところにより，当該許可に係る埋立て等区域内の土壌

の埋立基準への適合の状況について調査を行い，当該各期間の経過後１月以内に，その

結果を市長に報告しなければならない。 

（施工管理者の設置等） 

第１８条 第１０条第１項の規定による許可を受けた者は，当該許可に係る埋立て等区域

の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をつかさ

どる者を置くとともに，その者にその管理をさせなければならない。 

（標識の掲示） 

第１９条 第１０条第１項の規定による許可を受けた者は，当該許可を受けた日から第２

２条第２項の規定による通知（土地の埋立て等の完了又は廃止に係るものに限る。）を受

けるまでの間（同項の規定により第１０条第２項の申請書に記載した土地の埋立て等の

施工に関する計画（第１４条第１項の規定による変更の許可があった場合にあっては，

その変更後のもの。以下「施工計画」という。）又は埋立て等区域の周辺の地域の生活環
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境の保全及び災害の防止に関する計画（同項の規定による変更の許可があった場合にあ

っては，その変更後のもの。以下「環境保全等計画」という。）に適合していない旨の通

知を受けた場合は，第２２条第３項の規定による施工計画又は環境保全等計画に適合さ

せるために必要な措置を講じるまでの間），第１０条第１項の規定による許可に係る埋

立て等区域又はその周辺の見やすい場所に，別に定めるところにより，氏名又は名称そ

の他の別に定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。 

（帳簿の作成） 

第２０条 第１０条第１項の規定による許可を受けた者は，別に定めるところにより，当

該許可に係る土地の埋立て等に用いた土砂等の数量その他の別に定める事項を記載し

た帳簿を作成しなければならない。 

（書類の備付け及び閲覧） 

第２１条 第１０条第１項の規定による許可を受けた者は，別に定めるところにより，当

該許可に係る同条第２項の申請書の写し，前条の帳簿その他別に定める書類を当該許可

に係る埋立て等区域内又は最寄りの事務所若しくは事業所に備え置き，当該土地の埋立

て等に係る生活環境の保全又は災害の防止に関し利害関係を有する者の求めに応じ，閲

覧させなければならない。 

（完了等の届出等） 

第２２条 第１０条第１項の規定による許可を受けた者は，当該許可に係る土地の埋立て

等を完了し，廃止し，休止し，又は休止した当該許可に係る土地の埋立て等を再開した

ときは，遅滞なく，別に定めるところにより，その旨を市長に届け出なければならない。

ただし，土地の埋立て等を休止した場合であって，その休止の期間が２月未満であると

きは，この限りでない。 

２ 市長は，前項の規定による届出（休止した当該許可に係る土地の埋立て等を再開した

ときに係るものを除く。）があったときは，遅滞なく，当該届出に係る土地の埋立て等が

施工計画及び環境保全等計画に適合しているかどうかを確認し，その結果を当該届出を

した者に通知するものとする。 

３ 前項の規定により施工計画又は環境保全等計画に適合していない旨の通知を受けた者

は，施工計画又は環境保全等計画に適合させるために必要な措置を講じなければならな

い。 

（許可に基づく地位の承継等） 
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第２３条 第１０条第１項の規定による許可を受けた者について相続，合併又は分割（当

該許可に係る土地の埋立て等を行う権原を承継させるものに限る。）があったときは，相

続人（相続人が２人以上ある場合において，その全員の同意により当該土地の埋立て等

を行う権原を承継すべき相続人を選定したときは，その者），合併後存続する法人若しく

は合併により設立された法人又は分割により当該土地の埋立て等を行う権原を承継し

た法人は，同項の規定による許可を受けた者の地位を承継する。 

２ 前項の規定により第１０条第１項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は，

別に定めるところにより，その日から３０日以内に，その旨を市長に届け出なければな

らない。 

（停止命令） 

第２４条 市長は，第１０条第１項の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに

該当するときは，期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止を命じることがで

きる。 

  第１４条第１項の規定に違反して土地の埋立て等を行ったとき。 

  偽りその他不正の手段により第１０条第１項又は第１４条第１項の規定による許

可を受けたとき。 

  第１２条（第１４条第２項において準用する場合を含む。次条第２項において同じ。）

の規定により第１０条第１項又は第１４条第１項の規定による許可に付した条件（次

条第２項の規定による変更があった場合にあっては，その変更後のもの。同項におい

て同じ。）に違反したとき。 

（中止命令等） 

第２５条 市長は，第１０条第１項の規定に違反して土地の埋立て等を行った者（当該者

に対し当該土地の埋立て等を行うことを要求し，依頼し，若しくは唆し，又は当該者が

当該土地の埋立て等を行うことを助けた者を含む。）に対し，当該土地の埋立て等の中止

を命じ，又は期限を定めて当該土地の埋立て等に供された土砂等の全部若しくは一部の

除去若しくは生活環境の保全若しくは災害の防止のために必要な措置を採るべきこと

を命じることができる。 

２ 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，第１０条第１項の規定による許可を

受けた者に対し，第１２条の規定により第１０条第１項若しくは第１４条第１項の許可

に付した条件を変更し，又は期限を定めて当該土地の埋立て等に供された土砂等の全部
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若しくは一部の除去若しくは生活環境の保全若しくは災害の防止のために必要な措置

を採るべきことを命じることができる。 

  土地の埋立て等が第９条第１項の規定に違反していると認めるとき又は施工計画

若しくは環境保全等計画に適合していないと認めるとき。 

  生活環境の保全又は災害の防止のために緊急の必要があると認めるとき。 

３ 市長は，前項第１号に掲げる場合において，第１０条第１項の規定による許可を受け

た者に対し第９条第１項の規定に違反し，若しくは施工計画若しくは環境保全等計画に

適合していない土地の埋立て等を行うことを要求し，依頼し，若しくは唆し，又は当該

者が当該土地の埋立て等を行うことを助けた者があるときは，その者に対し前項の規定

による命令を行うことができる。 

（許可の取消し） 

第２６条 市長は，第１０条第１項の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに

該当するときは，当該土地の埋立て等に係る同項の規定による許可を取り消すことがで

きる。 

  第１１条第１項第１号から第３号までの基準に適合しない土地の埋立て等を行っ

たとき。 

  第１１条第１項第４号の規定に適合しないとき。 

  第２４条各号のいずれかに該当するとき。 

  前条第２項の規定による命令に違反したとき。 

（災害発生のおそれのある土地の埋立て等の禁止等） 

第２７条 何人も，土砂等の流出，崩壊その他の災害が発生するおそれのある土地の埋立

て等を行ってはならない。 

２ 土地所有者等は，その所有し，占有し，又は管理する土地において土砂等の流出，崩

壊その他の災害が発生するおそれのある土地の埋立て等が行われていることを知った

ときは，災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

３ 市長は，次の各号のいずれかに該当する土地の埋立て等が行われた土地において，土

砂等の流出，崩壊その他の災害により人の生命，身体又は財産を害するおそれがあると

認めるときは，当該土地の埋立て等を行った者（当該者に対し当該土地の埋立て等を行

うことを要求し，依頼し，若しくは唆し，又は当該者が当該土地の埋立て等を行うこと

を助けた者を含む。）又は当該土地の埋立て等に係る土地所有者等（前項の規定に違反す
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る者に限る。）に対し，土砂等の流出，崩壊その他の災害の発生を防止するために必要な

措置を講じるよう勧告することができる。 

  土地の埋立て等を行った土地に高さが１メートル以上の崖（地表面が水平面に対し

３０度を超える角度をなす部分）を生じることとなるもの 

  埋立て等区域の面積が５００平方メートル以上であるもの 

第４章 土砂等搬入禁止区域 

（土砂等搬入禁止区域の指定等） 

第２８条 市長は，次の各号のいずれにも該当すると認めるときは，土地の埋立て等が行

われている埋立て等区域及びその周辺の区域を，６月を超えない範囲で期間を定めて，

土砂等の搬入を禁止する区域（以下「土砂等搬入禁止区域」という。）として指定するこ

とができる。 

  埋立て等区域の面積が３,０００平方メートル以上であるとき。 

  土地の埋立て等が継続されることにより，土砂等の流出，崩壊その他の災害により

人の生命，身体又は財産を害するおそれがあるとき。 

２ 市長は，前項の規定による土砂等搬入禁止区域の指定期間中に前項第２号の事由が消

滅しないと認めるときは，６月を超えない範囲で当該指定期間を延長することができる。

当該延長に係る期間の経過後，これを更に延長しようとするときも，同様とする。 

３ 市長は，第１項の規定による指定又は前項の規定による指定期間の延長をしたときは，

別に定めるところにより，その旨及びその区域を公示しなければならない。 

４ 第１項の規定による指定及び第２項の規定による指定期間の延長は，前項の公示の日

からその効力を生じる。 

５ 市長は，第１項の規定による指定をしたときは，別に定める方法による土砂等搬入禁

止区域の明示をさせるため，市長が指定する職員に，当該土砂等搬入禁止区域に立ち入

らせることができる。 

６ 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする職員は，その身分を示す証明書を携

帯し，関係者の請求があったときは，これを提示しなければならない。 

（土砂等の搬入の禁止） 

第２９条 何人も，土砂等搬入禁止区域に土砂等の搬入をしてはならない。 

（土砂等搬入禁止区域の指定の解除） 

第３０条 市長は，指定した土砂等搬入禁止区域について第２８条第１項第２号に掲げる
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事由が消滅したと認めるときは，直ちに，当該土砂等搬入禁止区域の指定を解除しなけ

ればならない。 

２ 第２８条第３項及び第４項の規定は，前項の規定による指定の解除について準用する。 

第５章 雑則 

（報告の徴収） 

第３１条 市長は，この条例の施行に必要な限度において，土地の埋立て等を行う者（当

該者に対し土地の埋立て等を行うことを要求し，依頼し，若しくは唆し，又は当該者が

土地の埋立て等を行うことを助ける者を含む。），土地の埋立て等に供される土砂等を発

生させ，又は運搬する者，土砂等の発生又は土地の埋立て等に係る土地所有者等その他

土地の埋立て等の関係者（以下「土地の埋立て等関係者」という。）に対し，土地の埋立

て等又は土砂等の発生若しくは運搬の状況その他必要な事項について報告を求めるこ

とができる。 

（立入検査等） 

第３２条 市長は，この条例の施行に必要な限度において，市長が指定する職員に，埋立

て等区域若しくは土地の埋立て等関係者の事務所，事業所その他土地の埋立て等に関係

のある場所に立ち入り，土地の埋立て等の状況若しくは帳簿，書類その他の物件を検査

させ，検査のために必要な限度において土砂等を収去させ，又は関係者に質問させるこ

とができる。 

２ 前項の規定により立入検査を行う職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係者の

請求があったときは，これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

（公表） 

第３３条 市長は，この条例の規定に基づく命令若しくは許可の取消し又はこの条例に違

反したことを理由とした告発（以下「命令等」という。）を行ったときは，当該命令等の

内容，当該命令等を受けた者の氏名その他の別に定める事項を公表することができる。 

２ 市長は，第２７条第３項の規定による勧告を受けた者が，正当な理由なく，当該勧告

に従わないときは，当該勧告の内容，当該勧告を受けた者の氏名その他の別に定める事

項を公表することができる。 

３ 市長は，前項の規定による公表をしようとするときは，あらかじめ当該公表に係る者
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にその理由を通知し，弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。 

（関係書類の保存） 

第３４条 第１０条第１項の規定による許可を受けた者は，当該許可に係る第２２条第１

項の規定による届出（土地の埋立て等の完了又は廃止に係るものに限る。）の日又は第２

６条の規定による取消しの日から５年間，当該土地の埋立て等に関しこの条例の規定に

基づき市長に提出した書類の写し及び第２０条に規定する帳簿を保存しなければなら

ない。 

（協力要請） 

第３５条 市長は，生活環境の保全又は災害の防止のため必要があると認めるときは，土

地の埋立て等関係者に対し，必要な協力を要請することができる。 

（手数料） 

第３６条 第１０条第１項の規定により許可を受けようとする者又は第１４条第１項の規

定により変更の許可を受けようとする者は，次に掲げる手数料を納付しなければならな

い。 

   許可申請手数料 １件につき５９,０００円 

   変更許可申請手数料 １件につき３４,０００円 

（委任） 

第３７条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し

必要な事項は，市長が定める。 

第６章 罰則 

第３８条 次の各号のいずれかに該当する者は，２年以下の懲役又は１，０００，０００

円以下の罰金に処する。 

  第９条第２項若しくは第３項，第２４条又は第２５条の規定による命令に違反した

者 

  第１０条第１項又は第１４条第１項の規定に違反して土地の埋立て等を行った者 

２ 第２９条の規定に違反して土砂等の搬入を行った者は，６月以下の懲役又は５００，

０００円以下の罰金に処する。 

３ 第３１条に規定する報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又は第３２条第１項の規

定による立入検査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，若しくは質問に対して陳述をせず，

若しくは虚偽の陳述をした者は，５００，０００円以下の罰金に処する。 
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４ 次の各号のいずれかに該当する者は，３００，０００円以下の罰金に処する。 

  第１４条第３項，第１５条，第２２条第１項又は第２３条第２項の規定による届出

をせず，又は虚偽の届出をした者 

  第１６条第２項又は第１７条の規定による報告をせず，又は虚偽の報告をした者 

  第１９条又は第３４条の規定に違反した者 

第３９条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この

条において同じ。）の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，そ

の法人又は人の業務に関し，前条の違反行為をしたときは，行為者を罰するほか，その

法人又は人に対しても，同条の罰金刑を科する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和２年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に土地の埋立て等を行っている者又はこの条例の施行の日（以

下「施行日」という。）から２月を経過する日までの間に土地の埋立て等を行おうとする

者は，施行日から２月を経過する日までの間（当該期間内に第１０条第１項の規定によ

る許可に係る申請について不許可の処分があったときは，当該処分のあった日までの間。

以下「経過措置期間」という。）は，同項の規定による許可を受けないで，引き続き当該

土地の埋立て等を行うことができる。その者が経過措置期間内に当該許可の申請をした

場合において，経過措置期間を経過したときは，その申請について許可又は不許可の処

分があるまでの間も，同様とする。 

３ 前項に規定する者は，前項の規定により土地の埋立て等を行うときは，第１１条第１

項に掲げる基準に従い，当該埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防

止のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

（環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課） 


